
公 告

平成30年9月9日から､関税法第24条第1項の規定に基づく｢外国往来船等と陸

地との間の交通場所｣については､下記のとおりとするので同法施行令第2 2条第1項

の規定に基づき公告する｡

記

■■

博多港

(1)外国往来船等と陸地との間の交通場所

場所の名称 傀ｨﾝﾙ&��備考 

博多港国際ターミナル2階 兀�ｨ�9H��ﾘｾh垰Vﾉ*ﾃ9MI&��出国する旅客及び乗組員並 
の税関出国検査場から出国 ��オ&��jC9MI&��&��hｷ��びに関係船会社の業務に従 

審査ブースを通り､コンコー スから各船会社のボーディ ングブリッジ又はオープン ゲートを経て中央ふ頭浮き 桟橋､中央ふ頭第4号岸壁か ら同第6号岸壁に係留する 外国往来船に至る通路 中央ふ頭浮き桟橋､中央ふ頭 �-�9MI&纉Y&��b�x��Y�ｨ�9H��ﾘｾh垰Vﾉ*ﾃ9MI&��事する者に限る○ 入国する旅客及び乗組員並 

第4号岸壁から同第6号岸 凾ﾑに関係船会社の業務に従 
壁に係留する外国往来船か ら各船会社のボーディング ブリッジ又はオープンゲー トを経て博多港国際ターミ ナル2階のコンコースを経 て税関入国旅具検査場に至 る通路 中央ふ頭浮さん橋､中央ふ頭 剋魔ｷる者に限るo フェンスに囲まれた岸壁に 

第4号岸壁から同第6号岸 ��C9MI&��&��hｷ�-�9MI&��係留する外国往来船と陸地 
壁の背後地に設置されたソ -ラスフェンスに設けられ たゲート6か所 中央ふ頭クルーズセンター 涛Y&��b�Y�ｨ�9H��ﾘｾh垰Vﾉ*ﾃ#IMB�との間を交通する者に限るo 出国する旅客及び乗組員並 

内税関出国検査場から同ク �#Xﾘb�x��びに関係船会社の業務に従 
ルーズセンターを通り､中央 剋魔ｷる者に限る(博多港中央 

ふ頭第5号又は同第6号前 凾ﾓ頭第5号岸壁又は同第6 
面岸壁を経て､同岸壁に係留 剄�ﾝ壁に外国往来船が係留 
する外国往来船に至る通路 凾ｵている期間に限る○) 

中央ふ頭第5号岸壁又は同 剴�曹ｷる旅客及び乗組員並 
第6号岸壁に係留する外国 凾ﾑに関係船会社の業務に従 
往来船から前面岸壁を経て 剋魔ｷる者に限る(博多港中央 
中央ふ頭クルーズセンター 凾ﾓ頭第5号岸壁又は同第6 
を通り､同クルーズセンター 剄�ﾝ壁に外国往来船が係留 
内の税関入国旅具検査場に 至る経路 凾ｵている期間に限る○) 



中央ふ頭第5号岸壁背後地
(中央ふ頭クルーズセンタ
ー南東側及び北東側)に設置

された可動式ゲート2か所

中央ふ頭第9号岸壁前に設
置されたソ-ラスフェンス
に設けられたゲート3か所

須崎ふ頭第1号岸壁から同
第4号岸壁の間に設置され
たソ-ラスフェンスに設け

られたゲート5か所

須崎ふ頭第5号岸壁に設置
されたソ-ラスフェンス1こ

設けられたゲート2か所

箱崎ふ頭第4号岸壁から同
第5号岸壁の間に設置され
たソ-ラスフェンスに設け

られたゲート7か所

箱崎ふ頭第6号岸壁前に設
置されたソ-ラスフェンス
に設けられたゲート2か所

箱崎ふ頭第1 2号岸壁から
同第1 3号岸壁の間に設置
されたソ-ラスフェンスに

設けられたゲート4か所

箱崎ふ頭第1 5号岸壁から
同第1 6号岸壁の間に設置
されたソ-ラスフェンスに

設けられたゲート7か所

香椎2号岸壁から同3号岸
壁の間に設置されたソ-ラ
スフェンスに設けられたゲ
ート4か所

香椎4号岸壁から同5号岸
壁の間に設置されたソ-ラ
スフェンスに設けられたゲ
ート4か所

香椎6号岸壁に設置された
ソ-ラスフェンスに設けら

れたゲート2か所

香椎8号岸壁から同9号岸
壁の間に設置されたソ-ラ
スフェンスに設けられたゲ
ート4か所

アイランドシティ5号岸壁
に設置されたソ-ラスフェ
ンスに設けられたゲート1

か所

福岡市博多区沖浜町2 4番
25号

福岡市博多区沖浜町3番1
地先及び3番1 23地先

福岡市中央区那の津4丁目
4 4番地先

福岡市中央区那の津4丁目
43番地先

福岡市東区箱崎ふ頭1丁目
27番地先及び28番1地
先

福岡市東区箱崎ふ頭1丁目
31番

福岡市東区箱崎ふ頭6丁目
5番32及び5番30

福岡市東区箱崎ふ頭4丁目
3 1番地先及び3 2番地先

福岡市東区香椎浜ふ頭4丁
目13番1及び13番5

福岡市東区香椎浜ふ頭4丁
目14番及び16番

福岡市東区香椎浜ふ頭4丁
目18番

福岡市東区香椎浜ふ頭3丁
目17番1

福岡市東区みなと香椎1丁
目25番1

中央ふ頭第5号岸壁又は同
第6号岸壁に係留する外国
往来船と陸地との間を交通
する者に限る

フェンスに囲まれた岸壁に

係留する外国往来船と陸地
との間を交通する者に限る｡

//



アイランドシティ6号岸壁 兀�ｨ�98ﾈｾh-ﾘ,�,hﾘ�,S�)｢�// 

から同7号岸壁の間に設置 されたソ-ラスフェンスに 設けられたゲート2か所 冦｣#YMChｷ�-�#儁B�

(2)貨物の積卸場所(船用品､機用品及び携帯品を除くo) 

場所の名称 ､｢{/ 傀ｨﾝﾙ&��備考 

中央ふ頭揮さん橋 中央ふ頭第4号岸壁から同 兀�ｨ�9H��ﾘｾh垰Vﾉ*ﾃ9MI&���&��b�Y�ｨ�9H��ﾘｾh垰Vﾉ*ﾃ9MI&�� 

第5号岸壁まで(全長489 メートル) ��&��hｷ�-�9MI&纉Y&��b�

中央ふ頭第8号岸壁から勺 兀�ｨ�9H��ﾘｾh垰Vﾉ*ﾃ9MC��
号岸壁まで(全長176メー トル) �&��hｷ�-�9MC�#9&��b�

須崎ふ頭第1号岸壁から同 兀�ｨ�9(h匣ｾi=�,ﾉ,3I)ｩm｢�
第4号岸壁まで(全長683 メートル)及び同第5号岸壁 (全長130メートル) 箱崎ふ頭第4号岸壁から同 鼎IMI&��hｷ�-�C9MI&��b�Y�ｨ�98ﾈｾiJ�ﾞ�-9:｣�)ｩm｢�

第●6号岸壁まで(全長555 �#yMI&��jC#窺C�&��hｷ��
メートル) �-�3�MB�

箱崎ふ頭第12号岸壁及び 兀�ｨ�98ﾈｾiJ�ﾞ�-9:｣i)ｩm｢�
第13号岸壁(全長534. 56メートル) 添MC3(ｷ�-�YMC3��

箱崎ふ頭第16号岸壁 箱崎ふ頭15号岸壁(全長1 兀�ｨ�98ﾈｾiJ�ﾞ�-9:｣I)ｩm｢�3)MB�Y�ｨ�98ﾈｾiJ�ﾞ�-9:｣I)ｩm｢�

85メートル) ����IMC��

香椎1号岸壁､同2号岸壁及 兀�ｨ�98ﾈｾhﾘ�,YVﾈ-9:｣I)｢�
び同3号岸壁(全長390メ 冦｣�9MC:C�9MC�ｷ�-���
-トル) �9MCR�

香椎4号岸壁及び同5号岸 兀�ｨ�98ﾈｾhﾘ�,YVﾈ-9:｣I)｢�
壁(全長300メートル) 冦｣�IMHｷ�-��iMB�

香椎6号岸壁(全長190メ 兀�ｨ�98ﾈｾhﾘ�,YVﾈ-9:｣I)｢�
-トル) 冦｣�窺B�

香椎8号岸壁及び同9号岸 兀�ｨ�98ﾈｾhﾘ�,YVﾈ-9:｣9)｢�
壁(全長260メートル) 冦｣�yMC��

アイランドシティ5号岸壁 兀�ｨ�98ﾈｾh-ﾘ,�,hﾘ�,S�)｢�
から同7号岸壁(全長870 冦｣#YMC�C#YMChｷ�-�"�

メートル) 等MB�



(3)船用品､機用品及び携帯品の積卸場所

場所の名称 傀ｨﾝﾙ&��備考 

中央ふ頭浮さん橋､中央ふ頭 兀�ｨ�9H��ﾘｾh垰Vﾉ*ﾃ9MI&��岸壁に係留する外国往来船 
第4号岸壁から同第6号岸 ��C9MI&��&��hｷ�-�9MI&��に積卸するものに限る 〟 〟 〟 〟 〟 〟 〟 〟 〟 〟 〟 

壁 涛Y&��b�

中央ふ頭第8号岸壁から同 兀�ｨ�9H��ﾘｾh垰Vﾉ*ﾃ9MC��
第9号岸壁まで �&��hｷ�-�9MC�#9&��b�

須崎ふ頭第1号岸壁から同 兀�ｨ�9(h匣ｾi=�,ﾉ,3I)ｩm｢�
第4号岸壁まで 須崎ふ頭第5号岸壁 鼎IMI&��b�Y�ｨ�9(h匣ｾi=�,ﾉ,3I)ｩm｢�

● 鼎9MI&��b�

箱崎ふ頭第4号岸壁から同 兀�ｨ�98ﾈｾiJ�ﾞ�-9:｣�)ｩm｢�
第6号岸壁まで 箱崎ふ頭第12号岸壁及び �#yMI&��jC#窺C�&��hｷ��-�3�MB�Y�ｨ�98ﾈｾiJ�ﾞ�-9:｣i)ｩm｢�

同第13号岸壁 添MC3(ｷ�-�YMC3��

箱崎ふ頭第15号岸壁及び 兀�ｨ�98ﾈｾiJ�ﾞ�-9:｣I)ｩm｢�
同第16号岸壁 �3�MI&��hｷ�-�3)MI&��b�

香椎2号岸壁(同2号岸壁か 兀�ｨ�98ﾈｾhﾘ�,YVﾈ-9:｣I)｢�
･ら同3号岸壁の間に設置さ れたソ-ラスフェンスに囲 まれた岸壁85メートル)及 び同3号岸壁 香椎4号岸壁及び同5号岸 冦｣�9MC�ｷ�-��yMC��Y�ｨ�98ﾈｾhﾘ�,YVﾈ-9:｣I)｢�

壁 冦｣�IMHｷ�-��iMB�

香椎6号岸壁 香椎8号岸壁及び同9号岸 兀�ｨ�98ﾈｾhﾘ�,YVﾈ-9:｣I)｢�m｣�窺B�Y�ｨ�98ﾈｾhﾘ�,YVﾈ-9:｣9)｢�

壁 冦｣�yMC��

アイランドシティ5号岸壁 兀�ｨ�98ﾈｾh-ﾘ,�,hﾘ�,S�)｢�
から7号岸壁 冦｣#YMC�C#YMChｷ�-�"�儁B�

平成30年9月7日

博多税関支署長　児玉　竜太良∴
誓l

√　　　　　　一


